
 

諫 早 市 監 査 委 員 告 示 第 １ ０ 号             

監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、地 方 自 治

法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日  

 

     諫 早 市 監 査 委 員   谷  口    啓   

    諫 早 市 監 査 委 員   森  口  恭  子  

      諫 早 市 監 査 委 員   島  田  和  憲  



年度 監査区分 部等 課等 指摘事項等 措置完了日 措置内容等

R3

後期(9月
～12月)
定期

建設部
駅周辺再開
発課

【指導事項】
諫早駅自由通路の一部貸付に係る市
有財産貸付契約書第７条によると、貸付
料を甲（諫早市）が定める期日までに支
払わなかったときは、当該貸付料につい
て、遅延日数に応じ年２．６パーセントの
遅延損害金を甲に支払わなければなら
ないと規定されているが、貸付料の支払
いに係る遅延損害金が請求されていな
い事例が見受けられた。
ついては、市有財産貸付に係る遅延
損害金の徴収事務について契約書に基
づき適切に行われたい。

令和3年12月15日

遅延損害金の徴収もれにつ
いては、相手方に対し、令和
３年１２月９日に請求し、令和
３年１２月１５日に徴収を完了
した。
また、請求について課内協
議を行い、市有財産有償貸
付契約書に基づく適正な事
務処理の周知徹底を図っ
た。

R3

後期(１月
～2月)
定期

政策振興部
スポーツ振
興課

【指摘事項】
　諫早市会計規則第８条第１項によると、
収入命令権者は、歳入を収入しようとす
るときは、当該歳入に係る法令、契約書
その他関係書類に基づいて調定しなけ
ればならないと規定されているが、収入
した体育施設使用料について、使用取
消により還付した使用料が調定されてお
らず、前回の定期監査時の指摘事項が
一部改善されていない事例が見受けら
れた。
　ついては、調定事務について規則に
基づき適正に行われたい。

令和4年3月18日

体育施設使用料について、
毎月の調定事務が適切に処
理されているかを複数人で確
認を行うよう改善を図った。

R3

後期(１月
～2月)
定期

政策振興部
スポーツ振
興課

【指導事項】
　諫早市行政財産の使用料徴収条例第
８条によると、使用者は、市長の発行す
る納入通知書により、使用前にその使用
料を納入しなければならないと規定され
ているが、体育施設敷地使用料の納入
期限が使用開始後に設定されており、
使用料が使用前に納入されていない事
例及び納入期限内に納入されていない
事例が見受けられた。
　ついては、徴収事務について条例に
基づき適正に行われたい。

令和4年3月18日

諫早市行政財産の使用料徴
収条例に基づく適切な事務
処理について、課内に周知
徹底を図った。

R3

後期(１月
～2月)
定期

健康福祉部 福祉総務課

【指導事項】
　諫早市会計規則第８条第３項によると、
国庫支出金等の補助又は交付の指令
があったときは、直ちに調定の手続きを
しなければならないと規定されているが、
長崎県原子爆弾被爆者に関する事務取
扱交付金の調定が任意の日で行われて
いる事例が見受けられた。
　ついては、調定事務について規則に
基づき適正に行われたい。

令和4年2月15日

調定事務について、諫早市
会計規則に基づき適正に処
理を行うよう課内周知を図っ
た。

R3

後期(１月
～2月)
定期

農林水産部 農地保全課

【指摘事項】
　諫早市法定外公共物管理条例第１５
条第２項において準用する諫早市道路
占用料条例第３条及び諫早市準用河川
流水占用料等徴収条例第３条によると、
占用の期間が１年を超える場合にあって
は、次年度以降の分については毎年度
分を当該年度の４月３０日までに徴収す
ると規定されているが、次年度以降分の
占用料が４月３０日までに納められてお
らず、前回の定期監査時の指摘事項が
改善されていない事例が見受けられた。
　ついては、徴収事務について条例に
基づき適正に行われたい。

令和4年3月18日

徴収金の未納者との折衝に
ついて課内会議を行い、期
限前からの積極的な納入の
働きかけを行うとともに、定期
的に進捗の確認を行うよう改
善を図った。

令和３年度定期監査（後期）結果及び措置状況



年度 監査区分 部等 課等 指摘事項等 措置完了日 措置内容等

令和３年度定期監査（後期）結果及び措置状況

R3

後期(１月
～2月)
定期

建設部 都市政策課

【指導事項】
　電柱等の設置に係る市有財産有償貸
付契約書第６条によると、甲（諫早市）の
発行する納入通知書に示された期日ま
でに貸付料を支払わないときは、その翌
日から支払の日までの期間について年
利２．６パーセントの割合で計算した延
滞料を甲の発行する納入通知書により
支払わなければならないと規定されてい
るが、貸付料の支払いに係る延滞料が
請求されていない事例が見受けられた。
　ついては、市有財産有償貸付に係る
延滞料の徴収事務について契約書に基
づき適切に行われたい。

令和4年2月17日

延滞料の徴収もれについて
は、相手方に対し、令和４年
２月１日に請求し、令和４年２
月１７日に徴収を完了した。
また、市有財産貸付料の延
滞料請求について課内協議
を行い、市有財産有償貸付
契約書に基づく適正な事務
処理の周知徹底を図った。

R3

後期(１月
～2月)
定期

建設部 都市政策課

【指導事項】
　長崎県屋外広告物条例施行規則第５
条によると、許可の期間が１月以上３年
以内のものにあってはその期間の満了
の日の１月前までに申請書を提出しなけ
ればならないと規定されているが、申請
書の提出が遅延している事例が見受け
られた。
　ついては、屋外広告物に係る更新許
可事務について規則に基づき適正に行
われたい。

令和4年3月22日

更新手続きのお知らせ文書
に期間満了の日の1月前まで
に申請書を提出していただく
旨の文言を追記し、文書の
送付についても期間満了月
の前々月に前倒して送付す
るよう改善を図るとともに、適
正な事務処理について、課
内に周知徹底を図った。



 

諫 早 市 監 査 委 員 告 示 第 １ １ 号             

監 査 の 結 果 に 基 づ く 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、地 方 自 治

法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ９ ９ 条 第 １ ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の と お り 公 表 す る 。  

  令 和 ４ 年 ６ 月 ８ 日  

 

     諫 早 市 監 査 委 員   谷  口    啓   

    諫 早 市 監 査 委 員   森  口  恭  子  

      諫 早 市 監 査 委 員   島  田  和  憲  



年度 監査区分 部等 課等 指摘事項等 措置完了日 措置内容等

R3

後期(9月
～12月)
定期

教育委員会 生涯学習課

【指摘事項】
　諫早市会計規則第１７条第３項及び第
４項によると、現金を収納したときは、当
日中又はその翌日までに収納金融機関
に払い込まなければならないと規定され
ているが、収納金の払込みが遅延してお
り、前回を含め、これまでも定期監査で
指導、指摘をしているが、改善されてい
ない事例が見受けられた。
　ついては、収納金の払込事務について
規則に基づき適正に行われたい。

令和4年2月3日

指摘事項について、生涯学習課長
から公民館館長宛て通知し、再発防
止に努めるものとした。
※参考:別紙（通知）

R3

後期(9月
～12月)
定期

教育委員会 生涯学習課

【指導事項】
多良見のぞみ会館の指定管理業務の
利用状況報告書において、次の事例が
見受けられた。

① 使用料の単価を誤って徴収している
ことが確認されていない事例。

② 施設（部屋）別の使用料が誤って記
載されており、前回の定期監査時の注意
事項が改善されていない事例。

ついては、指定管理施設使用料の徴
収事務に関して、利用状況報告書の確
認を適切に行われたい。

令和3年10月22日

指定管理施設使用料の徴収事務に
ついて、課内でチェック体制を強化
し、利用状況報告書の記載内容に
誤りがないよう徹底を図った。
①については、令和３年１０月２２日
に還付済
②については、令和３年１０月６日に
指定管理者へ指導を行い、報告シス
テムデータの改善、日計表、月毎
データの再確認など、事務体制を整
えた。

R3

後期(9月
～12月)
定期

教育委員会 生涯学習課

【指導事項】
　諫早市会計規則第１４条第２項によると
納入通知書に記載する納入期限は、法
令その他別の定めがあるものを除き、調
定の日から２０日以内において定めるも
のと規定されているが、電気料等実費徴
収金の納入期限が調定の日から２０日を
超えた任意の日に設定されている事例
が見受けられた。
　ついては、徴収事務について規則に基
づき適正に行われたい。

令和3年10月6日

諫早市会計規則に基づき、適正
な納期限を設定し、徴収事務を
行うよう課内協議を行い申し合わ
せた。

R3

後期(9月
～12月)
定期

教育委員会 図書館

【指導事項】
諫早市立図書館食堂施設の電気使

用料実費徴収において、請求金額が
誤っている事例が見受けられた。
ついては、徴収事務について適切に行
われたい。

令和3年11月5日

差額分の１，７２８円について還
付しました。
今後、徴収事務については、適
切に行うようにします。

R3

後期(9月
～12月)
定期

教育委員会 図書館

【指導事項】
諫早市契約規則第３５条によると、監督
又は検査は、市長が職員に命じて行うも
のとすると規定されているが、検査命令
の決裁を受けずに検査が行われ、検査
調書の復命がなされていない事例が見
受けられた。
ついては、契約事務について規則に基
づき適正に行われたい。

令和4年2月2日
今後は規則に基づき、検査命令
の決裁後、検査調書の復命を行
うようにします。

令和３年度定期監査（後期）結果及び措置状況


